
～ お問い合わせ先 ～ 

西東京市健康福祉部高齢者支援課地域支援係 
西東京市南町五丁目６番 13号（田無第二庁舎） 

☎ ０４２－４２０－２８１１（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

★ 同行訪問アセスメントの概要 
短期集中予防サービス（通所 C）等の利用を希望する対象者（要支援１・２、事業対象者）に対して、

地域包括支援センター職員 （以下「包括職員」）と一緒に、自宅に同行訪問します。 
 

 

★ 主に実施する内容 
対象者の生活の様子や身体の状況を確認して、 

対象者が感じている生活課題に対して、その原因が何であるかを明らかにし、 

訪問時点での具体的な解決策・選択肢を提案していただきます。 
 

 

 

      

 

★ 実施内容 
  

 

 

 

 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【訪問所要時間】利用者 1名あたりおおむね 1時間以内 

【単価】10,000円（2回目以降：6,500円）  

生活機能の課題の把握・動作指導・環境調査・本人、包括職員との目標共有…など 

※ 上記の他に、本事業に関わる会議への参加が必要になります。 

※ 実施の翌月に市から１か月分まとめて謝金として支払います。 

※ 事前に市に振込先に関する届出が必要です。 

※ 詳細につきましては下記「お問い合わせ先」までお問い合わせください。 

 

リハビリテーション専門職を 

募集しています!! 

同行訪問アセスメントにご協力いただける 

【実施回数】ケアプラン作成までに原則１回 

  ※ただし以下に該当する対象者については最大 4回まで実施可 

    ・追加で訪問指導をすることでセルフマネジメントによる自立した生活が可能となることが見込まれる方 

・地域包括支援センター職員とリハ職が協議し、必要と認められた方 



 
その他サービス 
（左に該当しないサービス） 

・訪問型サービス（ヘルパー） 

・介護予防訪問入浴介護 

・介護予防訪問リハビリテーション 

・介護予防訪問看護 

・介護予防通所リハビリテーション 
 

※医師の指示書がある場合、又は特別な理由が

ある場合は除く 

通所型サービス 
・通所型サービス A 

・通所型サービス C 

 （短期集中予防サービス） 

 

訪問アセスメント 
地域包括支援センター職員とリハビリ専門職によるご自宅訪問 

サービス担当者会議 サービス担当者会議 

新規サービス利用希望者 
（要支援１・２、事業対象者） 

地域包括支援センターにて 

ご相談 

サービス担当者会議 

短期集中予防サービスの実施 
※通所型サービスは事前に訪問アセスメントを実施 

必要なサービスの提供 セルフマネジメント支援 
卒業後も自信をもって住み慣れた地域で暮らしていくための 

セルフマネジメント支援を最大６か月間実施。 

デイサービス… 

ヘルパー…など 運動…通いの場… 

趣味の活動… 
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要支援１・２、事業対象者の方の新規サービス利用の流れ 

必要な人へ適切な支援を 

提供していく仕組みです 

西東京市介護・介護予防 

キャラクター「けあけろ」 


